
消費者ネッ ト広島 御中

2023年  12月  12日

T730-0846

広島市中区西川口町11-19 Unity舟 入 本社 ビル 2階

拝啓 貴法人益々のご活躍をお慶び申し上げます。

令和5年 9月 21日 質問書の件ですが、ご指摘をいただ弊社では早々に、

工事請負契約書を変更 してお ります。ご返答が 遅くなり誠に申し訳ございません。

また変更致 しました。工事請負契約書も同封いたしますので、ご確認の程 お願い致 します。

質問書に対する返答となりますので、ご査収の程 宜 しくお願い致 します。

TEL(082)291-9400  F

有限会社クリーンハウス

代表取締役 猪上 明

AX(0 91-9422

敬 具



新規

(工事請負者控)

回 追加

I注意〕観摯幾襲難鑢蘇濯然予切甲綿 戦ヽ1艦

鍮硼 琶鞣駒愚浄講魏蛛縦綸
することに同意する。

イよい いいえ

前

(I事講負輩)

〒730呻0846広島市中区西川田町11-19

有限会社 クリーンハウスエ業

代表 取締役 猪 上  明

担当者氏名

着工予定 日 年   月 日

予 定 五 期 着工より  約 日

工事請負契約書裏面もあわせて内容を十分お饒みください。

契約 日 年 月 目

工

事

発

注

者

お名前

ツプガす 生年月 目 年    月 目(  歳 )

様 ① お鼈稲番号

ご住所

フνガナ

(〒 )

都魅
府県

工 事
対 象
物 件

構 造 1,本造  2,鉄筋  3.PIH(
メーカー?1

)4.他 築年数 年  ヶ月 居住年牧 年  ヶ月

物件名 物件所在地
(■ 語と凩なる

'務

合.識人)所有着

勤務先
名 称

お電粛野群号

蘊 勘統年数 年   ヶ月

所在地
(甲 〉

工 事 名 称 数 量 金   額 仕 様 及 見 積 明 細

① 見親No 追加見積No.

② 外

睡

商 材

③ 色NO 1階 2階 3階

④ その他

⑤ 屋

根

商 材 色NO,

⑥
五 法 騨替・塗染・その他 ( )

① 防

水

簡 材 色NO.

工 事 価 格 tS所 屋と,ベランダ・その他 ( )

消 費 税 額 イ也
爛改築 ・
その他 (

水まわり 。 内装 こ 床下 外料
)

合謝・講負代金額
保

縦

部位 t外磁  翔開 :

4卜 (保証響発行 :右 ,無
)

お

支

払

条

件

内   駅 支 払 期 限 金   額 郎イゞエ 期間 年 (保祀魯発行 :有 ,鍛
)

前 金 翡工予定日 日以内 部位 朗騨円1 年 (保縦警鴻行 !右・無)

踏 工 R寺 益 着手工事完了後 日以内

特

記

事

項

防水佐 _ヒ剤 (トップヨート)のみの工事は、保縦書は発行され歌せん。

中 間 時 麓 中需Tlこ 事完了後 日以内

工事完了時金 工率完了後 日以内

お 支 払 力 怯 提携ローン ・ 現盗  ・ その他 ( )

お 支 払 回 数 回

お 支 払 期 間

栂榜ローン: 年   月 年   サ尋

説:見   発 と常じ、支払期ll長 相電に記戦T)とおり

提携ローン利チRの場合の支払時期は、提携V―ンの輿″ヽ」審に祀1碇された支払日となります。また、

提焼ローンとユうと金を併用されるJ場 合のそれぞれの和I用 額は、準支 ,ど、条件l蜘の金額のうら、ローン

利用額強提携ローン契約ょl導 にI軒卜代金として下こ硝嘘された額、現金支払額はその益額となりますゎ

※領収観・の発行は現在でのお支払のみとさせて頂きます。

お支1本方Vム l建勝ローン“・先済鮎明警、ゆR行燥込・・・ご利用1鳴和‖桜を篠収・許ときせて票き歳す。

工iド価格が  100万 円以下=200円  300ガ FIを lttlえ、500万円以下療2+日

鍔:零冊慈選数〔脇琴闘解塁解 謡聴焔騨脇冊隷著、格注級方がFtttl

収入 FΠ 紙

天侵など
`′

→41条件により榊 当卸‖手前後することがありま十のでど 了承ください.



工事請負契約約款

(総則)

第 1粂 注文者 と誇負をは、日本国の惨を連守 し、互いに 1窮 力 し、信鶉を守 り、この約
歌に基づき、今々▼了′実にこの契約を履行する。

(打 ち合わせどお りの工事が困難な場合 ,

第 2条 施工にあた り、通常の事癖千,l用 査では予lttl不 可能′諄た`状況により、打ち合わせ どお
りの施■が不可能、もしくは不遊切な場合は、佐文者 と静負をが協議 して、実情に適
するように内容を変更する。
2 前項において、こ期、請負代′彦を変更する必要があるときl=、 控文 1lF・ とЛ狩負をが
協議 してこれを定める。

(―指下講負 `…括晏任の集止 )

第3粂 あらか しめ注文をの書面に嵐る承諸を得た場合を彬t｀ き、請負をは講負者の責任
において、工4ドの全 '翻lま た眩大部分を、一循 して請フ'1者の指定をする著に参任または

請負わせることができなしヽ。
(権利 ,義務などの機度の難止 )

第 4条 注文考及び諸負をは、相手方からの警爾による承講を得なければ、この契約か
ら生ず る権利または能務を、第二者に磯綾することまたは継泰 させることはできない。
9 注文をえび諦負者は、相手方か らのュ停面による承講を得なければ、契約の 目的物、
統査狩みの■事材オ|(製造工場などにある製品を含む)・ 建築設イJ構の機器を第二者に
譲渡すること、もしくは貸与すること、または抵当穂その他の担保の 目的に供するこ
と,ま できない。

(完 了確縁・代金支払い)

第 5条  互事を絡了 したときは、泣文者 と請負者は面を立会いのもと契約の 目的物を怖
認 し、注文を子ま請負契約壽記西聴の

'朝

日:鷺 でに請負代金の支払いを完了する。
(支給材 *牛。貸与品 )

第 6発 注文者よりの支絡材料また ,■賞与品のある場合には、その受波歩l研 日および受漉
場所は注文を と,3脅負者の協議の上濃定する。
2 イ碑負著 lま 、支烹金オオ料 芸たは貸与品の受領後すみやかに検収するものとし、不良品
については注文者に紺 し交換を求めることができる。
3 諦負者は支締材料または貸与品を静良′、`管理を として使用または保管する。

(第二警への損害および第重をとの紛聴 )

第 7条  施■のため、第二者に機害 を及ぽ したとき、または紛議を生 したときは、注文
者 と濡負者がす彦′力 して処理解洗にあたる。
2 前項に要 した費用は、諦f君者の資に帰する事由によつて生 したものについては、
講負者の負担 とする。なお、注文者の賛に帰すべき事由によつて生 したものについて
は、注文をの負担 とする。

(不可抗力による損を )

第 8条 天災その他 自然的または人為的な事象であつて、雄文者・講負審いずれにもそ
の責を帰することのできない事曲 (以下 「不可抗力Jと い う)に よつて、二事済部分、
工事復設物、二事現場に毅入 した二事材料・建築設備の機器 (宥終支給材料.を含む )

または二事用,幾需持について投答が生 したときは、甜負をは、事実発生後速やかにその

状況を注文者に通知する。
2 前項の機書について、注文者 ,諦負者が協競 して負大なもの と認め、かつ、子守負
者が警良な 首́

′
理を としての注意をした と認められるものは、注交蓄がこれを負担す

る。
3 火災保険 ,建築工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それ らの姻

を前項の注文をの負担額か ら控除する。
(理疵担保責任 )

第 9条 自申物に職疵がある場合、請負者は民法に定める費任を漁 う。ただ し、講魚奪
が別段の保証群を発行 している場合には、当核保証響の定めによるものとする。

(工事および工鶏の董X)
第 10条 注文者は、必要によつて工事の追加、

′
及f買 を中し入れすることができる。

2 前項の追加・変更工事の内容は、注文を と諦負者の合意により決める。
3 前項の合意により定められた追加・変更工事により、追加工事代金が発生 した録
合や諦負者に損害を及ぼ した

'′

,合 ,■、講負者は柱爽者に対 してその支払いまたはR音

償を求めることができる。
4 言青負者は、不可抗力その他配当な理由があるときは、性文琴に難 してその理由を
明示 して、こ期の延長を求めることができる。姐 F、 日弘・は、澁文者 と講魚者が協純
して決める。

(注文者の中止権 ,解除権 )

第 11条 注文書は、必要によつて、終面をもつて工事を中止 し叉はこの契約 を解除す
ることができる。 これにより誇負者に発生 した損害を注文者が賠 1崎する基務を負 う。
2 次の各号の一にあたるときは、注文者は、警面をもつて工事を将来に向かつて中
止 し、またはこの契約を解除することができる。 この場合、注文者は、発生 した損
害を講負警に諦求することができる。
一 講負者が正当な理由なく、着手

''司

自を過ぎても工事に着上 しないとき,

二 重当な理由なく4事が■租表 より著 しく遅れ、工)切 内または期FA後相 彎翔閥内
に、諦負者が■事を完成する見込みがないと認められるとき。

三 諦負者が強制執行を受け、資金不足による手形・小切手の不濃 りを出 し、破産
,会社買生 ,会社整理・特別浦気の申し立てをし、もしくは受け、または民事再
生の申 し立てをするなど、講負者が工事を統行できないおそれがあると認め られ
るとき。

'J 
請負者が第 12条 と暇 (滋文者の資による工事の中生権)の各号の―に規定す

る理由がテFいのに、この契約の解除を申し出たとき。
五 その他、 ,才

ll負 者がこの契約に連反 し、そのため契約の 目的が達成できなくなつ
たと認められるとき。

(請負者の中止機 ,解除権 )

第 12条 注文著が、次の各号の一にあたる義務連反をしたとき、誇負者が相 当のl研 関
を定めて4体面をもつて搬告 してもなお注文者がこれを是正 しないときは、諮負著は、
工事 を中止 し叉はこの契約 を解除することができる。

一 正当な理由なく前払いまたは青石分払いを遅滞 した とき。
二 正当な理由なく第 10粂 4項による協議に応 じないとき。
三 二事用地等を諸負者の使用に供することができないため、または不可抗力など

のため請負者が施工できない とき。
印]前 各号のほか、注文者の資に帰すべき理由によリエ事が著 しく遅延 した とき。

2 詩曽負を は、前項に基,ン )`く ェ事の,毘廷また Iま 中止期間が、当初の工,研 の 3分の 1以
上になったとき、または 2か月以上になつたときは審面をもつてこあ契約 を解除す
ることができる。

(濯篠 f攣霧 紳
ヽ前負をは注文孝に損答の貝吉∬賛榊 求す ることができる。

第 13条 前 2条により、注文者または諮負者がこの契約を解除 したときは、出来形都
分及び工事材料 ,建築設備機器等の処理を含めて、注文者 と諦輿者が協議 した上で、
注文者は請負者に対 して出来形部分の未払い分を支払い、過払いがあるときは、諦負
者は過払い額について注文者に支払 う。
2 前項の協議の際には、当事者に居、す る物件について、その期 rr司 を定めてその引取

り、後片付け等の処峨方法を検討 して実行する。
3 前項の処隠が遅れている場合、一方が機告 しても他方が正当な理由なくこの処殿
を行わないときは、自らその処盈を実施 し、その費用を求償することができる。

14 る事由により、契約期間内に契約の工事が完了できない
日につと、船負代金から工事携W`分 と搬入五帯財料に
した額に年146%の割合を乗した額の連約金を請求す

ときは、
対する
ることができる。
2 緯文者が諦負代金の支払いを完了 しないときは、請負者は遅滞 曾数の I日 につ

き、支 IX、遅辮額に年 14.6%の密l今 を乗 した路鷲の選約金を語l求することができる。
(鶴 人情報の取扱い)

第 15条  注文者は、この契約が諦真者の総合的な監督の下、注文者の個人情1伊の一

イおが、識負者の指定する施工業者、資材メーカ…等の第二者に、このご異約の履行及

ぴ王李完了後のアクターメンテナンス等において必要な飽 lI日 内に限 り利用 されるこ

とを承諾するものとす る。

(反社〔農的勢力からの緋 ,療 )

第 16粂  注文者 と静負者は、布目手方に次の各分の―にあたるときは、何 らのイ監告を
なくして審面をもつてこの契約を解除することができる。

― 役員等 (誇負警 が個人である場合にはその音を、講負者が法人である場合に

はその役員 習:た はその支店 もしくは構r葛i建設工事の論負契約を締結す る事務所
の代表守をい う。以下この項において同 じ。)が界力国員による不当な行為の

防止等に関す る法律第二条第六号に規定する祭力団 rミ (以 下この項において
「暴力団員Jと い う。)であると認められるとき。

こ 祭力囲 (暴力団員による不当な行為の防止等に圏する法瑠笠第こ条第二号に規
定する暴力団をい う。以下この項において同じ。)ま たは暴力岡員が経営に実

質的に関与 していると認められ るとき。
二 役員等が暴力団または暴力園員 と社会的に非難 されるべき関係を有 している

と認められるとき。
2 この揚合、解 ll余 したをは相手方に対 して換密の貝旨償を請求することができ、解
除 された者は損害の猟會犠 を請求す ることができない。

(紛争の解決 )

第 17条  この契約について、紛争が生 したときは、本物件の所在地のす虎判所 を第一

審管稽裁判所 とし、またはデ立判外の紛争処理機 3句 によつて、その雛決を図るもの と

する。

(補員l)

第 18条  この約款に定めのない事項については、必要に応 じ注文を と講負者が誠意
をもつて協議 して定める。

('今 定簡取引に帰いする法 l摩 のュ題用を螢ける場合のク…リングオフについての説明書 )

ご契約いただき表すリフォームニur土 たtiイ ンテリア商品等販売が

「特定蘭取BIに関する法律」の穂用を受ける場合Ⅲ)で、クーヴング・

】フを行おうとす/,場 合には、この説ilチl☆・:に よ
lキ l"〔」契約約撤をお

分お誼みドさい。
。いr特定商耳R引に開する法律Jの適用を受ける場合 :訪問販売、

電話勧R秀販売による取写I

I契約の解除 (ク ージング 'オフ〉 行々おうと

'‐

る場合

01特定商取elに関する法律」く
'l施

用を受ける場合t'で、クーリング・

オフをイ子おうと
‐チる場合に十社、この暮lF4を受{Flし た日から鯉算tィて8

日以内イ主、お客様 (注 文者〉は警面Xは電磁的記′サ系をk)r)て 工

(ltti'4負契約のnT除 (クープング 'オフと呼びます)がく常、その効

ノJは狗ィ除する旨の群ni又は饂韓白1記録を発したときに生ずるものと

しま〕∴′ただし、久のような14身 台等にはクヽ一ノング・オフの権不町子使

は
‐
磯 ませ猛

ア)お客様 (注 文を)が ジフォー′、■1lI処物鈴を営業
'用

こヽか

''I'Jる 場合や、お客採 (注文増〉からのご請求によりご自ケと

でのお11し込みまたはご契約を行った島合弊

イ)霊 率lkな どす)消耗品をlli用 (最小包装十卜位)ま たは、3さ 000

14木 l`lΥ,の現金llx引

② liれクーサング 'オ7の行使を妨げるために講負士が不英ど
'こ

とを

|十 り
ゞ
たことイ、むiり お客様 (イII丈ケ汁】が繰認と、または賊迫したこと

により困・lうしてクーリング・Bフをイ千わなかつた場合は、奮#負者から、

クーリング ,オフ妨省の解 1砦 のためT,審蔵iが交付され、その内容

についてi税明を愛けたドから8出 を経過1‐ るまでは41rll ttι ょ瞳繊nt

記録によリクーリング'オフ→
‐
ることができま1‐ゅ

rF上記期1用 内に契約の解除 (クーサング .オフ)があったl静 合

0言ドf負者は lズ

'約の解除に伴うl11害 鮮 lゼ式または巡約金支払を,IttHくす

ることはありませんコ

②契約の解除があつたナ務モ合に、既に前thの ど1艘 じが行オ,れてlv｀ る

ときは、そのじII腹 りに要する費用は前後者の負lltと しま,.
③契約打rr除 のお中し出て7,籐に既に登根と′た金員がある場合は、す

みや力ヽ とその金額を無利息にて返報いたします。

③役務の提供に伴い、 11地または′とよ物その他の工作物の現状が変

IIされた場合に1■ 、お客隷 (注文を)は無準}で 元の状態にヰ)ど

すようi職 求V‐ ること力予できょ〕。

⑤すでに役務が提供され′たときにおいても、前1ヤ玉者柱、お客様 (河 :

文者)任提供し́た役務 t')対 m'、 その他の金鍛の支払を議漱する

ことはありません。

士激、述常必 l■rと される tと を著 しく超 える商品などの契約奪紺んだ場合は、
'メ

'約
後

午‖11■ 拠約の埼v除が if怖 になう14合 が
`あ

り主す。

1


